
 

 

 

■ 基本方針 

本会は、平成 28年 4月 1日に一般財団法人となり、本年 4月 1日をもって丸 10年を経過することと

なりました。 

直接的な事業としては、市民体育大会や西大寺駅伝競走大会そしてスポーツ少年団体育大会の開催な

ど、間接的な事業としては、学区体育・スポーツ協会育成事業や競技団体育成事業そしてスポーツ少年

団育成事業などを実施してきましたが、その間、新型コロナウイルス感染拡大による事業の中止や感染

防止策の徹底、西大寺駅伝競走大会における安全性の確保を優先しコースの見直しなどその時々に与え

られた課題に対応しながら、スポーツの普及と振興に取り組んできました。 

一方、構成団体等は、学区支部（体育・スポーツ協会）は 91（令和元年度比±0）、競技専門部は 39

（令和元年度比△4）となり、岡山市スポーツ少年団は、令和 7年度登録では、182団（令和元年度比△

34）団員数は 4,039人（令和元年度比△483）となり、少子化の流れが認められます。 

そのような中で、令和 6年度から、市民体育大会においてアトラクションとして巨大跳び箱の披露や

大型ビジョンを活用し、西大寺駅伝競走大会ではリレーマラソン方式の導入、小学生部門を新設など、

様々な競技において工夫を凝らし、参加者の増加につながるよう取り組んでいるところです。 

新年度においても、本会の目的である、スポーツを通じて岡山市民の健康増進と体力向上を図るとと

もに、明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目指した令和 8年度事業計画を策定します。 

また、社会的信用度を高め、さらなる活動の幅を広げるため公益財団法人化に向けた取り組みを進め

ます。 

 

 

■ 事業計画 

 

Ⅰ 生涯スポーツの普及振興及び市民の健康・体力づくりの推進（定款第 4条第 1号） 

（１）学区体育協会育成事業 

    加盟団体である学区体育・スポーツ協会の組織体制の整備拡充と運動・スポーツ活動の習慣

的・日常的な実施を通じて、地域住民が生涯にわたりスポーツに親しみ、健康・体力の維持増進

を図ることができるよう、地域住民による主体的な活動を奨励・援助する。 

・ 実施期日・・・通年 

・ 対象者 ・・・学区体育・スポーツ協会（加盟団体） 

 

（２）市民体育大会開催事業 

    市民の健康・体力づくり活動を推進する機会を提供し、スポーツを通じた広域交流の活発化と

地域の連帯感の醸成に寄与する大会として開催する。学区対抗トラック&フィールド競技、ペタ

ンク大会、レクリエーション大会など。 

・ 開催期日・・・10月 12日（月・祝） 

・ 会場  ・・・市内各所（県総合グラウンドを中心とする各会場） 

・ 対象者 ・・・一般市民（見込数：約 5,000人） 

令和８年度一般財団法人岡山市スポーツ協会事業計画書 



 

 

 

（３）健康づくり推進事業 

    市民ハイキングを通じて、身近な地域の美しい自然と生活文化を再発見する機会を提供しなが

ら、健康で豊かなスポーツライフを楽しむ環境づくりを推進する。 

・ 開催期日・・・毎月（7、8月を除く） 

・ 会場  ・・・各地 

・ 対象者 ・・・一般市民（見込数：約 700人） 

 

（４）スポーツ講習会・講演会事業 

    子どもから高齢者まで幅広い世代を対象として、スポーツの楽しさや運動する喜びを伝えると

ともにスポーツの安全や怪我の防止に向けた、講師による講演会、スポーツ講習会を開催し、も

ってスポーツの普及啓発と健康・体力づくりの推進を図る。 

・ 開催期日・・・随時（未定） 

・ 会場  ・・・市内各所（未定） 

・ 対象者 ・・・一般市民（見込数：約 100人） 

 

（５）西大寺駅伝競走大会開催事業 

    県下の長距離走愛好者（小学生、女子、中学男子、高校男子、一般男子の部）が一堂に会する

駅伝競走大会を開催することにより、市民のスポーツへの参加の機会をつくり、生涯スポーツの

推進を図る。 

なお、公道を使用しての開催は安全確保の観点から、実施形式は今後の検討課題となる。 

・ 開催期日・・・2月 7日（日） 

・ 会場  ・・・神崎山公園競技場内を周回としたコース 

       ・小学生の部（1人 1周×5人制 5周（約 5km）） 

       ・女子、中学男子の部（5人で 10周（約 10km【リレーマラソン方式】）） 

       ・高校男子、一般男子の部（5人で 15周（約 15km【リレーマラソン方式】）） 

・ 対象者 ・・・一般市民（見込数：各部門 20チーム） 

 

（６）川相昌弘杯少年野球交流大会開催事業 

    岡山市出身のプロ野球指導者川相昌弘氏とスポーツ少年団員の青少年及び指導者が大会を通

じて交流することにより、小学校期におけるスポーツの推進を図る。 

・ 開催期日・・・1月 11日（月・祝） 

・ 会場  ・・・岡山ドーム 

・ 対象者 ・・・各種大会で優秀な成績を収めたチーム（見込数：4チーム） 

 

 

 

 



 

 

 

（７）ボールゲームフェスタ開催事業 

    子どもたちに様々な“運動・遊び”体験できるプログラムを導入することで、身体を動かす楽

しさを体験しながらボールゲームの素晴らしさを伝える。手足を使い基本的な運動能力アップを

図り、身体運動の発達に応じた思考力・判断力の発達やコミュニケーション力を図ることを目的

とする。 

＜ボールゲームフェスタ＞ 

・ 開催期日・・・5月 9日（土） 

・ 会場  ・・・シゲトーアリーナ岡山 

・ 対象者 ・・・幼児（年中）～小学校 6年生（見込数：220人） 

＜あそビバ！＞ 

・ 開催期日・・・3月 6日（土） 

・ 会場  ・・・シゲトーアリーナ岡山 

・ 対象者 ・・・幼児（年中）～小学校 3年生（見込数：100組 200人） 

 

（８）ペタンク交流大会開催事業 

    年齢を問わず、ニュースポーツに親しむ機会をつくり、ニュースポーツの普及や市民のスポー

ツの振興と健康増進を図る。 

・ 開催期日・・・3月 14日（日） 

・ 会場  ・・・奥市公園補助野球場 

・ 対象者 ・・・岡山市内在住・在勤・在学者（見込数：50チーム） 

 

 

Ⅱ スポーツ競技者の育成指導及び指導者の養成（定款第 4条第 2号） 

（１）競技団体育成事業 

    加盟競技団体の組織の充実と普及促進講習会・研修会の開催、選手強化育成等の競技力強化事

業に係る経費の一部を助成することによって、競技団体の選手の育成・強化と体力・技術水準の

向上及び指導者の育成並びに競技の普及を図る。 

・ 実施期日・・・通年 

・ 対象者 ・・・競技団体（加盟団体） 

 

（２）競技大会開催事業 

    加盟競技団体が開催する各種競技大会を助成し、市民のスポーツへの関心を高めるとともに競

技の普及と競技力の向上を図る。 

・ 開催期日・・・8月を中心とした期間 

・ 会場  ・・・市内各所 

・ 対象者 ・・・競技団体（加盟団体） 

 



 

 

  

Ⅲ スポーツ少年団の育成指導（定款第 4条第 3号） 

（１）スポーツ少年団体育大会開催事業 

    スポーツ少年団員が一堂に会する体育大会であり、団員一人ひとりがスポーツ競技に親しむこ

とにより、友情と協力と奉仕の精神を養い、もって健康で心豊かな人間形成に寄与することを目

的に開催する。 

・ 開催期日・・・11月 22日（日） 

・ 会場  ・・・JFE晴れの国スタジアム 

・ 対象者 ・・・スポーツ少年団関係者（団員、指導者、保護者等）（見込数：約 3,200人） 

 

（２）秋季・春季錬成大会開催事業 

    秋季と春季に行われる種目別の大会で、各スポーツ少年団が交流することにより、少年期の体

力と運動能力の向上を推進し、団員の養成と団活動の活性化を図る。 

・ 開催期日・・・秋期・春期 

・ 会場  ・・・市内各所 

・ 対象者 ・・・スポーツ少年団関係者（団員、指導者、保護者等）（見込数：約 4,500人） 

 

（３）その他スポーツ少年団育成事業 

    上記以外のスポーツ少年団運営を行い、大会や研修会の開催、助成事業を行うことで団員、指

導者、保護者の育成と団活動の活性化を図る。 

・ 実施期日・・・通年 

 

 

Ⅳ スポーツに関する功労者、優秀選手等の表彰（定款第 4条第 4号） 

（１）顕彰事業 

    スポーツ振興に貢献し、功績のあった者や優秀な成績を収めたスポーツ選手を表彰して、その

功績を称えるとともに、スポーツ活動に対する社会全般の評価を高めていく。スポーツ協会表彰、

スポーツ少年団功労者表彰、永年指導者への感謝状贈呈等。 

・ 開催期日・・・12月 12日（土） 

・ 会場  ・・・ピュアリティまきび 

・ 対象者 ・・・指導者及び団体 

 

 

Ⅴ スポーツに関する調査研究および広報活動（定款第 4条第 5号） 

（１）広報活動事業 

    市民に親しみやすい情報紙の発行（9月・3月）及びホームページの開設により、団体の概要、

市内の各種競技大会・行事のＰＲ等の情報の提供を積極的に推進する。 

・ 実施期日・・・通年 



 

 

 

（２）調査・研究事業 

   スポーツ・運動の普及・振興を推進する上での基礎データ収集のため、市民を対象にスポーツ・

運動に関する実施状況等の調査を行う。また、その他事業活動を遂行する上で必要な事項につい

て、関係機関と連携して調査・研究を行う。 

・ 実施期日・・・通年 

 

 

Ⅵ その他この法人の目的を達成するために必要な事業（定款第 4条第 6号） 

（１）共催・後援 

    市内で行われる事業又は行事の目的及び内容が市民のスポーツの普及推進と水準向上に寄与

するものに対し、奨励の意を表し共催、後援を行う。 

・ 実施期日・・・通年 

 

   （２）賛助会員 

    本市スポーツの推進を目的とする事業に賛同いただける賛助会員の募集を行い、本協会の活動

の充実を図る。 

・ 実施期日・・・通年 

 

（３）政令指定都市スポーツ協会研究協議会 

    全国の政令指定都市スポーツ協会が一堂に会し、各団体相互の情報交換及び調査・研究を行う

ことにより、各都市相互の体育・スポーツ振興を推進することを目的に実施する。 

・ 開催期日・・・10月 29日（木）、30日（金） 

・ 会場  ・・・横浜市 

 

   （４）ガバナンスコードの調査・研究 

       スポーツ団体が適切な組織運営を行う上での原則・規範を示し、スポーツ団体の適正なガバナ

ンスを確保することを目的に調査・研究を行う。 

・ 実施期日・・・通年 

 

   （５）公益財団法人への移行 

 移行手続きに知識を持つ業者を選定し、令和 10 年度までの移行に向けたスケジュール作成や

関係機関からの情報収集や調整を行う。 

・ 実施期日・・・通年 

 

   （６）その他法人運営に要する事務事業 

 上記以外の法人運営に要する統括事務を適正かつ迅速に行う。 

・ 実施期日・・・通年 


